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データで見るＬＰガスの現状（１）
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出典：経済産業省 石油製品需給想定検討会資料より
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データで見るＬＰガスの現状（２）
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データで見るＬＰガスの現状（３）

ＬＰガスの価格指数の推移（２００１年１月～）



5

ＬＰガスと都市ガスの料金比較

出展：石油情報センター ＬＰガス小売価格調査 （平成25年4月末現在）

データで見るＬＰガスの現状（４）



6出展：各経済産業「一般ガス事業者、簡易ガス事業者、及びＬＰガス販売事業者の料金情報（同一熱量換算による一覧表）」平成25年4月現在



全Ｌ協
需要開発推進運動

人口減少・省エネ推進

エネルギー間競争

同業者間競争

何もしなければ需要減・顧客減

１. 需要開発推進運動の背景
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【１】『進化するＬＰガス』 －ＬＰガス高効率機器の販売強化－

エネファーム・エコウィルとともに、エコジョーズ・ハイブリット給湯器等の給湯分野の拡販を各メーカ
ーと協力し、セミナーを開催するなど更なる推進を図る。

【２】『究極のライフライン ＬＰガス』 －避難拠点等へのＬＰガス機器の導入促進―

都道府県協会は「公共施設にＬＰガス機器の常設・常用を！」をテーマに災害用バルク（ＬＰガス容
器含む）及びＧＨＰ等のＬＰガス機器・ＬＰガス自動車について、各種補助金の利用と併せて地方自治
体、病院、福祉施設等に対し提案する。

【３】『人を育むＬＰガス』 －子供達への火育・食育の推進―

近年、学校教育の一環として食の大切さを伝える教育が重要であると考えられている。
また、火と炎を身近なものとするライフスタイルを復活させる事が重要であることからＬＰガス業界としても次世代教育
の一環として、「火育」「食育」について、教育機関等への出前教室等の機会を得ながら子供達への啓発活動を積極
的に推進する。

平成２５年４月からスタートした「需要開発推進運動」は、全国のＬＰガス販売事業者、都
道府県ＬＰガス協会、当協会が一体となって３ヵ年計画で推進しているが、本年度で最終年
度を迎えます。「より多くのお客さまに、より多くのＬＰガスをお届けする」。

この目標を実現するために掲げた以下の「三本の矢」を推進することにより、更なるＬＰガ
スの販売拡大を図ります。
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全Ｌ協の需要開発推進運動



近い将来の顧客を取り巻く環境

既存顧客

・情報社会の進展
・他社へ乗り換え
・他社から機器購入

・少子高齢化 ・顧客の消滅・減少

・省エネ志向 ・ガス使用量の減少

・エネルギーの小売自
由化

・他エネルギーへの乗り換え

・異業種からの新規参
入

・他社への乗り換え

環境

○環境変化によるガス離れが予想される為、早急にお客様との関係強化が必要。
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需要開発推進を進める機器

エコジョーズ ＳＩセンサーコンロＧＨＰ

エネファーム エコウィル ハイブリット給湯器

省エネ（高効率機器）

高機能 快適

安全

お客様に使って喜んでいただける商品

○他エネルギー業者、他販売業者から転換攻勢を受ける前に、様々な最新ガス機器の

良さをお客様に知っていただき、使っていただくことが必要。
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販売台数(エコジョーズ・Siセンサーコンロ)
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平成26年度需要開発推進運動調査報告（平成26年4月1日～平成27年3月31日）



コンロしかガスを使用していない顧客

古いガス機器を永年使用している顧客

オール電化にしたが不便を感じている顧客

ガス機器を多数使用している大口顧客

家族構成の変化等でガス消費が増えた顧客

（１）関係強化のターゲット先

都市ガスで古いガス器具を使用している顧客

快適商品を求めている顧客

新規顧客の獲得

単位消費量ＵＰ

競合エネルギーから

の顧客防衛

戸建（持家）の顧客

○お客様のニーズにあった商品を提案することが需要開発につながる。

○既存顧客へは機器販売の利益より、まずはガス取引き継続を優先に考えるべき時。

２.顧客の掘り起こし（機器販売を通じて）
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（２）ガスならではの快適性等の付加価値提案

エコジョーズやＳｉセンサーコンロと併せて、お客さまに快適な暮らしを提供で
きる機器として最近注目されているのが、「ガス衣類乾燥機」です。

こんなお客様におすすめです！

忙しい共働きのご家庭に
共働きだと家事に使える時間はわずか。しかも、お洗濯は夫婦がふたりともお風
呂から出た後。乾燥機は時間がかかるから夜中の動作音も心配・・・

たくさんの家事で忙しい奥さまに
お子様がいるとどうしても洗濯物の量が多くなります。部活や外遊びで、泥汚れ
のものがあると、わざわざ分けて洗わないといけません。時間とコストが気になり
ます・・・

花粉や大気汚染、塩害が気になる方に
花粉や大気汚染が気になって、外干しができません。かといってシーツや毛布は
部屋干しできないし・・・

デリケートな敏感肌の方に
繊維によって、肌にチクチク刺激になったりします。高いタオルを買う必要がある
のかな・・・

洗濯物のニオイ・雑菌が気になる方に
部屋干しすると、気になるあのニオイ。小さな赤ちゃんもいるから、雑菌が繁殖し
ていないか、とっても心配です・・・



高効率・高機能タイプへグレードアップ！

Ｐｏｉｎｔ 1

プラスαの快適ガス機器を導入！

Ｐｏｉｎｔ 2

ガス代金といっしょに月々支払い！
リース制度を活用し、高額商品を含め快適商品の提供を！！

Ｐｏｉｎｔ 3

（３）お客さま（消費者）へのアプローチポイント
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国の政策によるＬＰガスの位置付け Ⅰ
（経 済 産 業 省）

１．エネルギー基本計画（２６年４月）

◎基本的な方針

（１）ＬＰガスの位置付け
・分散型のクリーンなガス体のエネルギー源

（２）政策の方向性
・災害時にはエネルギー供給の「最後の砦」

・ＬＰガスの料金透明化のため国の小売価格調査・情報提供や事業者の供給構造の
改善を通じコストを抑制

・ＬＰガス自動車など運輸部門においてさらに役割を果たす

◎供給網の強靱化
・中核充填所の設備強化

・需要サイドの強靱化・・・自治体庁舎、拠点病院、学校、避難所等にＬＰガスの備蓄
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国の政策によるＬＰガスの位置付け Ⅱ
（経 済 産 業 省）

２．石油・天然ガス小委員会 中間報告（２６年７月）

◎エネルギー基本計画で示されたエネルギー政策の具体化

（１）海外からの調達等
・調達リスクの低減と価格の低減・・・北米シェール随伴ＬＰガス

・ＬＰガス備蓄・・・国備「４０日分」の充実、民備「５０日分」

（２）災害時の供給体制（強靱化）
・「災害時石油ガス連携計画」実効性の確保・・・中核充填所（全国３４４か所）

・県協会と自治体との災害協定の充実と国土強靱化地域計画への位置付け

・自治体や拠点病院、避難所施設へのＬＰガス災害対応型バルク等の導入

（３）事業基盤の再構築
・供給網の活用・・・自治体との連携（例、高齢者みまもりサービス等）

・流通合理化・・・充填所の集約・配送の合理化

・価格の透明化の促進・・・小売価格や標準価格のＨＰへの公表など

「ＬＰガス販売指針」の再徹底
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国の政策によるＬＰガスの位置付け Ⅲ
（内 閣 府）

国土強靱化政策大綱

（２５年１２月）
・避難所等にＬＰガスを常時備蓄として

設置し、他のエネルギー供給の途絶
に備える

・地域主導による防災拠点、地域への
自立分散型エネルギー等の導入を支
援する

・地域の重要拠点に対し、電力逼迫時
に、エネルギーを確保し、地域住民の
安全・安心を確保するため、再生可
能エネルギーやガスコージェネ、省エ
ネ設備等の導入を進める

国土強靱化基本計画

（２６年３月）
・各家庭や公共施設、学校等における
自家発電設備の導入、燃料の備蓄量
の確保

・自立分散型エネルギーの導入・促進

検討例示

①災害時に備え燃料タンクや自家発電
装置の設置等

②エネルギー供給の長期途絶に備え、
自立分散型エネルギー（ガスコジェ
ネ)の整備
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国の政策によるＬＰガスの位置付け Ⅳ
（文 部 科 学 省）

災害に強い学校施設の在り方報告書（２６年３月）
目的：津波対策と避難所となる学校施設の在り方について検討とりまとめ

◎電力・ガスの供給停止に備え
・燃料が劣化せず備蓄しやすいという特長があるＬＰガス式やカセットボンベ式の
発電機を確保することも有効

・また発電機を整備する場合は、平時の利用やランニングコストも踏まえて検討

・避難所となる学校施設においては、暖かい飲食物や乳幼児の粉ミルク等の提供
のために、ガスによる熱源を確保することも重要

・都市ガスの供給地域においては、ふだん使用しているガスコンロをＬＰガスでも
利用できるようにする変換器や、ＬＰガス設備を整備しておくことが望ましい

・また、ガス供給停止に備え、カセットコンロ及びカセットボンベを備蓄しておくこと
が重要
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電力事業 都市ガス事業

改革の目的
安定供給の確保、料金の最大限の抑制

需要家の選択肢の拡大、事業者の事業機会の拡大

事業の分離
（類型）

発電事業（届出制）
送配電事業（許可制）
小売電気事業（登録制）

ＬＮＧ基地事業（ガス製造業）（届出制）
ガス導管事業（許可制）
ガス小売事業（登録制）

送配電部門の法的分離
（２０２０年を目途）

大手３社のみ
ガス導管事業の法的分離

他社は会計分離（従来どおり）

供給区域 （地域独占を）撤廃

小売料金規制
原則、撤廃

ただし、経過措置として小売料金規制を継続

電力・都市ガスの自由化（改革のポイント１）

◎全体
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電力・都市ガスの自由化（改革のポイント２－１）

◎小売部門

電力事業 都市ガス事業

自由化時期
２０１６年４月目途
（平成２８年）

２０１７年４月目途
（平成２９年）

小売事業 登録制

料金規制
原則、撤廃

ただし、経過措置として小売料金規制を継続

需要家保護規制

契約条件の説明義務、
書面交付義務（勧誘時、契約時の２回）、
苦情処理義務

※代理店にも同様の規制

最終保障サービス
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電力事業 都市ガス事業

その他

（１）簡易ガス事業は「ガス小売事業」として存
続

（２）保安規制
需要家

＊大口需要家の場合、自ら又は所要の要件・保安体制を
構築している他社への委託が可

（３）ガス事業法とＬＰ法の保安規制の整合性
〈１〉周知業務（現行ガス事業法：３年に１回以
上）→ ４年に１回以上

〈２〉消費機器の調査（現行ガス事業法：４０ヶ
月に１回以上）→ ４年に１回

〈３〉不在処理（現行ガス事業法：３回以上訪
問）→ 液石法にも同様規定を設置

緊急保安
内管
漏えい検査

消費機器
調査・周知

実施
ガス導管
事業者

ガス導管
事業者

ガス小売
事業者

責任 同上 同上 同上

電力・都市ガスの自由化（改革のポイント２－２）
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事業者数 消費者数 市場規模（推計）

ＬＰＧ 20,600社
2,500万世帯
（家庭・業務用）

（全 体 4.0兆円）
家庭・業務用 2.6兆円

都市ガス 207社
2,600万世帯

（家庭用・小口業務用）

（全 体 4.0兆円）
家庭・小口業務用 2.4兆円

電力 10社
8,400万件

（家庭・小口業務用）

（全 体 20.0兆円）
家庭用・小口業務用 7.5兆円

ＬＰＧ・都市ガス・電力 市場規模

携帯電話 3社
14,500万件
（契約数）

全 体 11.0兆円参
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全国ＬＰガス協会の対応

23

【基本方針】

①保安業務への参入
・都市ガスの小売事業者が担う消費者保安を受託可能な制度を要望
・都市ガス用ガス機器の販売、設置工事やガス配管工事等が自由に
出来る制度を要望

②小売事業に参入
・都市ガスの小売事業に参入し易い制度を要望

③公益特権等のイコールフッティング

・道路法他の公益特権ならびに税軽減措置に関する整合性の確保
・ガス事業法と液化石油ガス法の保安規制の整合性の確保

④料金透明化及び取引適正化
・ＬＰガス販売指針の徹底指導

１．都市ガス自由化対策等検討会の設置（委員長：遠藤副会長）
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ＬＰガス業界の対応策
電力・都市ガスの自由化によるＬＰガス業界への影響予測

○再生可能エネルギー等による発電事業への参入・家庭向け電力のセット販売や都
市ガス分野への参入が可能となる

○全体的な影響については現時点では不明瞭ではあるが、例えば都市ガス小売事業
に新規参入する者から保安業務や設備工事の受託が可能となる

○家庭用エネルギー需要については、オール電化の拡大や都市ガス供給エリアの拡
大等により、今後、需要家の争奪戦が激化することが予想される

○そうした中でＬＰガス業界としては、ガス外事業の多様化・パッケージ化に取り組み、
地域の暮らしを支える総合生活インフラ産業を目指す

【具体的なガス外事業】
◇リフォーム事業 ◇携帯電話/ケーブルＴＶの代理店 ◇生保・損保の代理店
◇米穀販売・酒類販売・コンビニ ◇石油製品販売事業 ◇ミネラルウォーター宅配事業
◇介護ビジネス etc
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ＬＰガス販売指針について
（取引適正化・料金情報提供の自主ルール）

(一社)沖縄県高圧ガス保安協会
ＬＰガス部会青年委員会

平成２７年９月７日
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１．平１２．９ 初版策定

公正取引委員会（平１１．６）より

・不透明な料金体系

・無償配管の慣行

などの是正指導

↓

・通産省液化石油ガス産業室（現石油流通課）より、平１１．１０に

「ＬＰガス取引適正化・料金透明化に向けた措置」の通達

（１）いわゆる無償配管の慣行の撤廃について

（２）料金情報の積極的提供について

・日連（現全Ｌ協） ＬＰガス販売指針を策定

５人の弁護士、２人の大学教授からの答申

ＬＰガス販売指針とは

料金の内訳が
わからない・・・

ガスを使用してくれ
るのなら配管代を
負担します。

ＬＰガス販売指針
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２．平１５．４ 一次改訂

（１）液石法省令改正（平１３．７）

無断撤去の禁止のルールー化（一週間ルール）

（２）ガス市場整備基本問題研究会（エネ庁）

・料金の情報提供が不十分

・過剰な営業活動の是正 の指摘

３．平２２．６ 二次改訂

・特定商取引法改正（平２１．１２）

・独占禁止法改正（平２２．１）

４．平成２７.３ 三次改訂

ＬＰガス販売指針の再度の徹底・・・・・理由（なぜ）

ＬＰガス販売指針とは

ＬＰガス販売指針
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１．電力・都市ガスの全面自由化への対応
・2016年電力自由化、2017年都市ガス自由化

・・・総合エネルギー企業として

電力会社・・・１０社 都市ガス会社・・・２０７社

特定規模電気事業者（PPS）・・・734社(8/12現在)

◎商社、通信会社、石油会社、ハウスメーカー、

マンションデェベロッパー、ＬＰガス会社、等

◎ＬＰガスにも大きな影響

対策：消費者との信頼関係の強化

（１）料金の透明化・取引適正化の徹底

（２）自主保安・・・ＬＰガス安全応援推進運動（27.4より）

（３）ＬＰガス需要開発推進運動

ＬＰガス販売指針の再徹底の理由（わけ）
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２．消費者（お客様）からの苦情・相談
年間５千件～６千件
ＬＰガス価格に関する苦情・相談 全体の約３割

ＬＰガス販売指針の再徹底の理由（わけ）

1,593 1,701 1,843 1,767 1,513 1,374

1,897 1,596 1,620 1,338
1,261 1,166

656 622 507
431

371 364

762 931 1,037
1,008

1,069 1,102

794 917
1,265

1,004
1,075 1,110

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

ＬＰガス価格 販売店の移動 設備関係 保安関係 その他

【相談例】

ＬＰガスに対するモヤモヤ感

原因：説明不足
情報提供不足

料金が不透明（よく分からない）
他店と比べ料金が高い

都市ガスと比べ料金が高い
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お客様相談所に寄せられたＬＰガス価格及び販売店の移動の相談件数
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参考



総合資源エネルギー調査会
資源燃料分科会報告書（27.7.17公表）抜粋
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（３）公正かつ透明な市場形成

ⅱ）LPガス
(a)ＬＰガス販売の現状及び課題

・ ＬＰガスの料金については、経営の合理化の遅れや、集合住宅等におけるＬＰガス販売業
者の選択肢の少なさ、需要家の分散による配送コストの高さなどによって需要家から見た小売
価格高止まり感の一因となっている。

また、家庭部門のＬＰガス消費者末端価格については地域毎の販売・配送事情による分散
型エネルギー特有のコスト構造による地域間の格差がある。

さらに、前述のとおりＬＰガスの国際指標が大幅に下落するなか、国内の小売価格への反映
については、企業によって反映される時間に大きな差はあるが、輸入価格が十分に反映され
ていないとの指摘も多い。

資源エネルギー庁委託事業である石油ガス価格調査によると、卸売価格については、２０１
４年２月に３５１９円と最高値を付けたが、その後の輸入価格の下落を受け本年４月は２６０８
円まで下落。

一方小売価格は、２０１４年８月に８０３９円と過去最高値を付けたが、本年６月は、７８４３円
となっており、下落幅は極めて小さい。前述の通り、個々の企業による取組内容に大きな幅が
あり、平均の数字以上に価格を引き下げている企業もあるが料金体系を公表している事例も
少なく、多くのケースでは、小売価格は高止まりしている。

これではＬＰガスが消費者に選択されず、ＬＰガス業界の将来にとって死活問題になりかねず
、災害時に強いＬＰガスが選択されなければ、我が国全体のセキュリティにも影響を及ぼしか
ねない。
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(b)ＬＰガス販売価格の透明性の向上

・ こうした課題を踏まえ、消費者理解の獲得のために、ＬＰガス業界は透明性向上の観点か
ら、業界ガイドラインである「ＬＰガス販売指針」を改定し、液石法に基づく契約時の料金表の
交付義務や、特商法に基づく不実勧誘の禁止等の法規制の遵守の一層の徹底が図られてい
る。

【ＬＰガスの輸入・卸・小売価格の推移（再掲）】 【ＬＰガスの価格構成】
※各流通段階の利益を含む
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出典：石油情報センター



ＬＰガス販売指針について
（取引適正化・料金情報提供の自主ルール）

(一社)沖縄県高圧ガス保安協会
ＬＰガス部会青年委員会
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ＬＰガス販売指針
（取引適正化・料金情報提供の自主ルール）

第１章 総論＜ＬＰガス販売事業者が守るべき５つの原則＞

１．５つの原則

２．消費者選択の自由

３．関係法令の遵守

４．消費者からの苦情・相談への対応

第２章 取引の適正化

１．勧誘・申込みの適正化

２．勧誘時の注意事項・禁止事項等

３．契約の締結

第３章 消費配管・ガス機器等の貸付

１．過去の経緯

２．契約・解約時の注意事項

３．消費配管・ガス機器等の取扱い
40



第４章 ＬＰガス販売事業者の変更

１．解約の通知

２．ＬＰガス料金等の清算

３．供給設備等の撤去

第５章 料金の透明性の確保

１．料金情報の提供と十分な説明

２．価格の算定方法

３．料金情報の積極的な提供

ＬＰガス販売指針
（ＬＰガスの取引適正化・料金情報提供に関する自主取り決め）
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第１章 総論
（ＬＰガス販売事業者が守るべき５つの原則）

１．５つの原則
（１）消費者のエネルギー選択の自由を尊重すること

（２）取引関係（契約の内容と締結）が明確であること

（３）継続的・安定的にガスを供給する体制が整っていること

（４）保安の確保を不断の努力で全うすること

（５）料金算出方法などに合理性があり、消費者に理解されていること

２．消費者の選択の自由

３．関係法令の遵守

４．消費者からの苦情・相談への対応
消費者との信頼関係の向上、顧客満足度の向上のため
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第２章 取引の適正化

◎ＬＰガス販売やガス機器販売は特定商取引法に該当します
「訪問販売」・・・店舗以外の場所で売買契約を締結する販売方法

「通信販売」・・・インターネット、ダイレクトメール、新聞広告等を利用して売買契

約を締結する販売方法

「電話勧誘販売」・・・電話勧誘により売買契約を締結する販売方法
（消費者への十分な説明ができないため、望ましくない）

特商法に基づく適正な販売を行いましょう

１．勧誘・申込みの適正化

◎訪問販売
・ＬＰガス等の販売契約はほとんど消費者宅で行うため「訪問販売」に該当

・特商法により販売行為を行う
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◎訪問販売

①勧誘前に、事業者名・勧誘目的の明示

②商品・条件を十分説明、消費者の理解を得る

主な説明事項 ⅰ)料金とその算定方法、その他の費用、支払時期

ⅱ)保安に関する設備とその費用負担

ⅲ)契約期間、中途解約の条件

ⅳ)保安業務、サービスに関する事項

ⅴ)保安に関する責任区分

ⅵ)設備の所有関係

ⅶ)クーリング・オフ制度

③申込みを受けたとき、申込時書面の交付

その後、契約を締結したとき、契約時書面の交付 が必要

（注意）特商法では２回の書面交付を義務付け

ただし、申込みと契約が同時の場合は、契約時書面の交付のみとなる
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２．勧誘時の注意事項、禁止事項
・特商法の勧誘規制行為

①勧誘に際し、事業者名・勧誘目的等の明示

②不実の告知の禁止

③重要事項の不告知の禁止

④威迫して困惑させる行為の禁止

⑤再勧誘の禁止

３．契約の締結
契約の締結に至った場合は、

特商法と液化石油ガス法による２つの書面交付が必要

①液化石油ガス法第１４条による書面交付

②特商法第５条による書面交付

＊書面の記載内容がほぼ同様なので、特商法の内容を盛り込んだ

いわゆる１４条書面を交付することでも可能
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第３章 消費配管・ガス機器等の貸付

◎ＬＰガス設備や機器等を貸与する場合は、以下に注意しま
しょう。

契約時の注意事項
（１）消費者又は建物所有者（アパートの大家など）に十分に説明し了解を得ること

①消費配管やガス機器等の「所有権」が販売事業者にあること

②「利用料」がある場合は、その金額及び徴収方法と期間

③解約時の「清算額の計算方法」

（２）その上で、契約書又は１４条書面に明記する

＊後日のトラブル防止のために契約書の締結が望ましい

（３）契約解除の申し出があった場合は、適正な対価で所有権を移転する
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第４章 ＬＰガス販売事業者の変更

◎解約の申し出があった場合は、消費者の意向を重視し、

本指針に沿った対応が必要

１．解約の通知
（１）原則、消費者自身からの解約の通知による

（２）委任された場合は、委任状に則って行う。

・現販売事業者は、委任状が消費者本人が作成したものであることを確認する

・新販売事業者は、委任行為が正当なものであることを証明する

２．ＬＰガス料金等の清算
（１）未払いガス料金

（２）貸付配管等の清算（契約書又は１４条書面に記載された方法による）
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３．供給設備の撤去

◎供給設備の撤去は、現販売事業者が自ら行う

（１）一週間ルール（液化石油ガス法規則第１６条第１６号）

消費者から契約解除の申し出があった場合、撤去が著しく困難である場合や

その他正当な事由がない限り、原則一週間以内に供給設備を撤去する

・撤去が著しく困難である場合とは

①小規模導管供給の場合（集合住宅への供給も含む）

②業務用への供給の場合（相当規模のもの）

③バルク供給による場合 など

・その他正当な事由とは

①契約解除の際に清算されるべき清算額（未徴収のガス代、設備貸与料金
を含めた清算額）の支払いと供給設備の撤去は同時に履行するとの契約
条項がある場合

②消費者が料金（未徴収のガス代、設備貸与料金等）の支払いを不当に遅
らせている場合 など
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（２）無断撤去の禁止

新販売事業者は、消費者の解約の申し出があってから、一週間が経過するまで
はその供給設備を撤去できない

（３）供給設備撤去費用の請求

（４）同時履行の実施

共に、１４条書面や契約書に明記されていることが条件

（５）買取りの協議

１４条書面や契約書に基づき、撤去が著しく困難な供給設備の買取り協議

（６）保安関係の引継ぎ

（７）有資格者による撤去

液化石油ガス設備士の資格者
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第５章 料金の透明性の確保

１．料金情報の提供と十分な説明
料金情報の提供

・液化石油ガス法規則により、第１４条書面の関係で「価格の算定方法」の説明を
義務付けています

「価格の算定方法」とは、通達により、その価格の計算方法のこと

例えば、料金＝基本料金＋従量料金×使用した量

よって、価格の算定方法を盛り込んだ料金表の交付が必要

２．価格の算定方法
消費者にＬＰガス料金の内容を説明し、理解を得るようにします

［二部制料金］

基本料金と従量料金の二部構成により設定されている料金制度
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基本料金：ガスの安定供給のため固定的に発生する経費で構成

例えば、供給設備（容器・ガスメーターなど）の償却費、賠償責任保険料、

設備の点検・調査などの保安費、検針・集金などの管理費用 等

従量料金：ガスの使用量に応じて発生する経費で構成

例えば、仕入代金、配送費、販売の経費 等

［三部制料金］

基本料金と従量料金の他に、配管・器具等の貸付料金等を設けた料金体系

［最低責任使用料金］

一定のガスの使用量（最低責任使用量）まで定額とする料金体系

一定量を上回る使用量については、従量料金を加算する料金制度

［原料調整制度］

輸入価格や為替レートにより原料費が変動することから、それに併せ一定期
間ごとに従量料金を調整する制度
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■原料価格の算定期間とガス料金への反映時期

原料価格の3ヶ月平均値を、中2ヶ月の間隔をおいて、次の1ヶ月分のガス料金に反映します。

貿易統計にもとづく3ヶ月の平均原料価格と、基準となる原料価格（基準平均原料価格）を比較し、その変動

分について、あらかじめ定められた算定方法によりガス料金を調整します。
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《イメージ図》



３．料金情報の積極的な提供
（１）料金表の作成と交付

① 「価格の算定方法」を盛り込んだ料金表を作成し、交付する

②料金水準を定期的に見直し、価格を改定する場合は、事前に料金表を交付し、
十分な説明と消費者の理解を得る

（２）情報提供の手段・方法

①標準的な料金表の備え置き

標準的な料金表を店頭に備え、問合せがあった場合には、その標準的な料金
表に基づいて説明しましょう

②ホームページの活用

価格の算定方法や標準的な料金の公表に努めましょう

③請求書、領収書に料金の内訳を明示

請求書、領収書に基本料金、従量料金及び設備貸付料などの内訳を記載す
るよう努めましょう

④モニター価格調査への協力

石油情報センターのモニター価格調査は経産省の委託事業です

モニター価格調査にご協力いただくと共に、回答に際しては「最も利用者の多
い料金表」に基づき回答するよう努めましょう
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ご清聴ありがとうございます
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